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株式会社オンサイトスクリーンとの株式交換の効力発生日の延期に関するお知らせ 

 

当社は、2021年１月14日付け「簡易株式交換による株式会社オンサイトスクリーンの完全子会社化、主

要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のとおり、株式会社オンサイトスクリーン（以下「オンサ

イトスクリーン社」といいます。）との間で、当社を株式交換完全親会社、オンサイトスクリーン社を株式

交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）に係る株式交換契約を締結し、本株式

交換に向けた手続きを進めてまいりましたが、下記のとおり本株式交換の効力発生日を延期することとい

たしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．延期の理由 

  本株式交換は、当社については、会社法第 796 条第２項の規定に基づく簡易株式交換の手続きによ

り当社株主総会による承認を受けずに、オンサイトスクリーン社については、2021年１月14日開催の

臨時株主総会による承認を受けた上で、2021 年２月４日を効力発生日として行うことを予定しており

ました。 

   しかしながら、2021 年２月１日付け「株主による株式交換差止の仮処分命令の申立てに関するお知

らせ」のとおり、当社株主であるオリオン１号投資事業有限責任組合より、東京地方裁判所に株式交換

差止めの仮処分命令の申立て（令和３年（ヨ）第20014号株式交換差止仮処分命令申立事件。以下「本

申立て」といいます。）がなされ、2021年２月２日付け「株主による株式交換差止めの仮処分の決定に

関するお知らせ」のとおり、同日、同裁判所において差止めの仮処分決定がなされました。 

当社としましては、仮処分の決定を慎重に精査し、本日、保全異議の申立てを行ったところでありま

すが、本株式交換の当初の効力発生予定日が迫っている状況に鑑み、本株式交換の効力発生日を延期す

ることとし、オンサイトスクリーン社との間で合意いたしました。 

 

２．今後の見通し  

 当社では、保全異議の手続きにおいて本株式交換において当社株主総会は不要であるとの主張を行う

所存ですが、同時に現在未定である新たな効力発生日についても検討をしてまいります。また、今後、開

示すべき事象が発生した場合には、速やかに お知らせいたします。 

以上 


